
日 薬 業 発 第 421 号 

令 和 ３ 年 １ 月 ８ 日 

 

都道府県薬剤師会 担当役員 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

       副会長 森 昌平 

 

  

押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の 

公布等について（健康保険関連法規関係） 

 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令

の公布等については、令和３年１月８日付け日薬業発第 420 号にてお知らせしたとこ

ろですが、このたび厚生労働省保険局医療課より、健康保険関連法規に関する改正に

ついて、別添のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。 

 保険薬局・保険薬剤師に関する改正省令、改正告示の内容につきましては、保険医

療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部

改正、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第７条第３項の

規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部改正の各様式について、押印を求める

記載を削除することとなっております。 

 経過措置として、改正前の様式により使用されている書類は、改正後の様式とみな

すこと、また、当分の間、取り繕って使用できることとされております。 

 貴会におかれましてもご了知いただき、貴会会員への周知方、よろしくお願い申し

上げます。 

 



事 務 連 絡 

令和２年 12 月 25 日 

 

関 係 団 体  御中 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の 

一部を改正する省令等の公布・施行等について 

 

 

標記につきまして、別紙のとおり、都道府県知事、全国健康保険協会理事長、

健康保険組合理事長、地方厚生（支）局長、社会保険診療報酬支払基金理事長、

健康保険組合連合会長あて通知するとともに、別添団体各位に協力を依頼しま

したので、貴団体におかれましても、関係者に対し周知を図られますようお願い

いたします。 

 

 

 



保発 1225 第８号  

令和２年 12 月 25 日  

 

都道府県知事 

全国健康保険協会理事長 

健康保険組合理事長 

健康保険組合連合会長 

社会保険診療報酬支払基金理事長 

地方厚生（支）局長 

 

                    

厚生労働省保険局長  

                                              （ 公 印 省 略 ） 

 

押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の

一部を改正する省令等の公布等について 

 

押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する

省令（令和２年厚生労働省令第 208 号。以下「改正省令」という。）及び押印を

求める手続の見直し等のための厚生労働省関係告示の一部を改正する告示（令

和２年厚生労働省告示第 397 号。以下「改正告示」という。）が、本日公布され、

同日付けで施行又は適用されたところである。 

この改正の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、御了知の上、関係各

位への周知徹底を図られたい。都道府県知事におかれては、貴都道府県内の市町

村（特別区を含む。）、国民健康保険組合及び後期高齢者医療広域連合への周知

徹底をお図りいただくようお願いする。 

 

記 

 

第１ 改正省令及び改正告示の趣旨 

令和２年７月に閣議決定された「規制改革実施計画」において、「原則として

全ての見直し対象手続について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革

推進会議が提示する基準に照らして順次必要な検討を行い、法令、告示、通達等

の改正やオンライン化を行う」こととされている。 

これを踏まえ、厚生労働省が所管する省令及び告示において、国民や事業者等

に対して押印を求めている以下の手続について、国民や事業者等の押印等を不

殿 



要とする改正を行うこと。 

 

第２ 改正省令の内容（保険局所管省令関係） 

１ 健康保険法施行規則（大正 15 年内務省令第 36 号）の一部改正（改正省令

第１条関係） 

以下の条項及び様式について、押印等を求める記載の削除その他の所要の

改正を行うこと。 

・第 82 条第３項（移送費の支給の申請） 

・第 84 条第３項（傷病手当金の支給の申請） 

・第 87 条第４項（出産手当金の支給の申請） 

・第 99 条第３項（特定疾病の認定の申請） 

・様式第１号（健康保険任意適用申請書） 

・様式第２号（健康保険任意適用取消申請書） 

・様式第３号（健康保険被保険者資格取得届） 

・様式第４号（健康保険被保険者報酬月額算定基礎届） 

・様式第５号（健康保険被保険者報酬月額変更届） 

・様式第６号（健康保険被保険者賞与支払届） 

・様式第７号（健康保険被保険者氏名変更届） 

・様式第 18 号（健康保険印紙購入通帳） 

・様式第 19 号（健康保険印紙受払等報告書） 

 

２ 船員保険法施行規則（昭和 15 年厚生省令第５号）の一部改正（改正省令

第２条関係） 

以下の条項及び様式について、押印等を求める記載の削除その他の所要の

改正を行うこと。 

・第 67 条第３項（移送費の支給の申請） 

・第 69 条第３項（傷病手当金の支給の申請） 

・第 79 条第３項（出産手当金の支給の申請） 

・第 88 条第３項（特定疾病の認定の申請） 

・様式第３号（船員保険療養補償証明書） 

 

３ 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に

関する省令（昭和 32 年厚生省令第 13 号）の一部改正（改正省令第 10 条） 

以下の様式について、押印を求める記載を削除すること。 

・様式第１号（表面）（保険医療機関、保険薬局の指定の申請） 

・様式第１号の２（表面）（保険医療機関の指定の変更の申請） 



・様式第２号（表面）（保険医、保険薬剤師の登録の申請） 

 

４ 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則（昭和 28 年厚生省令第 43

号）の一部改正（改正省令第 20 条関係） 

別記様式（収入印紙を貼付するための書面）について、押印を求める記載

を削除すること。 

 

５ 国民健康保険法施行規則（昭和 33 年厚生省令第 53 号）の一部改正（改

正省令第 30 条関係） 

以下の条項について、押印等を求める記載の削除その他の所要の改正を行

うこと。 

・第 15 条（届書の記載事項等） 

・第 27 条の 11 第３項（移送費の支給申請） 

 

６ 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則（平成 19 年厚生労働省令第 

129 号）の一部改正（改正省令第 112 条関係） 

以下の条項について、押印等を求める記載の削除その他の所要の改正を行

うこと。 

・第 60 条第３項（移送費の支給の申請） 

・第 62 条第３項（特定疾病認定の申請） 

・第 76 条第２項（口頭による申請等） 

 

第３ 改正告示の内容（保険局所管告示関係） 

１ 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等（平成 18 年厚生

労働省告示第 498 号）の一部改正（改正告示第８条関係） 

保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等の十一の（3）に

おいて、患者申出療養の申出書に添付する意見書に関して、押印を求める記

載を削除すること。 

 

２ 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第７

条第３項の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式（平成 20 年厚生労

働省告示第 126 号）の一部改正（改正告示第９条関係） 

以下の様式について、押印を求める記載を削除すること。 

・様式第１（1）（国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者に係る

ものを除く、医科・歯科における入院・入院外併用の診療報酬請求

書） 



・様式第１（2）（国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者に係る

ものを除く、医科における入院外の診療報酬請求書） 

・様式第１（3）（国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者に係る

ものを除く、歯科における入院外の診療報酬請求書） 

・様式第４（国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者に係るもの

を除く、調剤報酬請求書） 

・様式第６（国民健康保険の被保険者に係るものに限る、医科・歯科の

診療報酬請求書） 

・様式第７（国民健康保険の被保険者に係るものに限る、調剤報酬請

求書） 

・様式第８（後期高齢者医療の被保険者に係るものに限る、医科・歯科

の診療報酬請求書） 

・様式第９（後期高齢者医療の被保険者に係るものに限る、調剤報酬

請求書） 

 

３ 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令

第２条の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式（平成 20 年厚生労働

省告示第 127 号）の一部改正（改正告示第 10 条関係） 

以下の様式について、押印を求める記載を削除すること。 

・様式第１（国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者に係るもの

を除く、訪問看護療養費請求書） 

・様式第２（国民健康保険の被保険者に係るものに限る、訪問看護療

養費請求書） 

・様式第３（後期高齢者医療の被保険者に係るものに限る、訪問看護

療養費請求書） 

 

第４ 施行日又は適用日 

  令和２年 12 月 25 日 

 

第５ 経過措置 

（１）改正省令の施行及び改正告示の適用の際現にある改正省令及び改正

告示による改正前の様式（以下「旧様式」という。）により使用されて

いる書類は、改正省令及び改正告示による改正後の様式によるものとみ

なすこと。 

（２）改正省令の施行及び改正告示の適用の際現にある旧様式による用紙

については、当分の間、取り繕って使用することができること。 
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健
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す
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傍
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改
正
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分
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正

後

改

正

前
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移
送
費
の
支
給
の
申
請
）

（
移
送
費
の
支
給
の
申
請
）

第
八
十
二
条

（
略
）

第
八
十
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
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の
意
見
書
に
は
、
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を
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す
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又
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又
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４
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）
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（
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）
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請
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第
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十
四
条

（
略
）

第
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条

（
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）

２

（
略
）

２

（
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３
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意
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に
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又
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８
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５
・
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（
略
）

５
・
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（
略
）

（
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定
疾
病
の
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定
の
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等
）

（
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の
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定
の
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請
等
）

第
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九
条

（
略
）

第
九
十
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
意
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書
に
は
、
こ
れ
を
証
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
お
い
て
診
断
年
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及
び
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名
を
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し
な

け
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ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
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は
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を
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す
る
医
師
又
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科
医
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て
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断
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び
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を
し
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け
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。

４
〜
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（
略
）

４
〜
９

（
略
）
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〇
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正
す
る
省
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よ
う
に
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。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久



manami-abe

参考１（改正省令）



様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
四
号
か
ら
様
式
第
七
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
十
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
移
送
費
の
支
給
の
申
請
）

（
移
送
費
の
支
給
の
申
請
）

第
六
十
七
条

（
略
）

第
六
十
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
意
見
書
に
は
、
こ
れ
を
証
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
お
い
て
診
断
年
月
日
及
び
氏
名
を
記
載
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
意
見
書
に
は
、
こ
れ
を
証
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
お
い
て
診
断
年
月
日
を
記
載
し
、
記
名
及
び

押
印
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
傷
病
手
当
金
の
支
給
の
申
請
）

（
傷
病
手
当
金
の
支
給
の
申
請
）

第
六
十
九
条

（
略
）

第
六
十
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
第
一
号
の
意
見
書
に
は
、
こ
れ
を
証
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
お
い
て
診
断
年
月
日
及
び
氏
名
を
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
第
一
号
の
意
見
書
に
は
、
こ
れ
を
証
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
お
い
て
診
断
年
月
日
を
記
載
し
、
記

名
及
び
押
印
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
〜
８

（
略
）

４
〜
８

（
略
）

（
出
産
手
当
金
の
支
給
の
申
請
）

（
出
産
手
当
金
の
支
給
の
申
請
）

第
七
十
九
条

（
略
）

第
七
十
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
第
一
号
の
意
見
書
に
は
、
こ
れ
を
証
す
る
医
師
又
は
助
産
師
に
お
い
て
診
断
年
月
日
及
び
氏
名
を
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
第
一
号
の
意
見
書
に
は
、
こ
れ
を
証
す
る
医
師
又
は
助
産
師
に
お
い
て
診
断
年
月
日
を
記
載
し
、
記
名

及
び
押
印
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
〜
６

（
略
）

４
〜
６

（
略
）

（
特
定
疾
病
の
認
定
の
申
請
等
）

（
特
定
疾
病
の
認
定
の
申
請
等
）

第
八
十
八
条

（
略
）

第
八
十
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
意
見
書
に
は
、
こ
れ
を
証
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
お
い
て
診
断
年
月
日
及
び
氏
名
を
記
載
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
意
見
書
に
は
、
こ
れ
を
証
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
お
い
て
診
断
年
月
日
を
記
載
し
、
記
名
及
び

押
印
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
〜
９

（
略
）

４
〜
９

（
略
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



（
医
療
法
施
行
規
則
等
の
一
部
改
正
）

第
十
条

次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

一

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
附
則
様
式
第
一
、
附
則
様
式
第
二
、
附
則
様
式
第

四
、
附
則
様
式
第
五
、
附
則
様
式
第
七
、
附
則
様
式
第
八
、
別
記
様
式
第
一
の
三
及
び
別
記
様
式
第
一
の
四

二

狂
犬
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
十
二
号
）
別
記
様
式
第
四

三

保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十

二
年
厚
生
省
令
第
十
三
号
）
様
式
第
一
号
（
表
面
）、
様
式
第
一
号
の
二
（
表
面
）
及
び
様
式
第
二
号
（
表
面
）

四

福
祉
用
具
の
研
究
開
発
及
び
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
五
年
厚
生
省
令
第
四
十
三
号
）
別

記
様
式
第
一

五

確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
二
号
）
様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二

号
六

厚
生
労
働
省
関
係
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
厚

生
労
働
省
令
第
百
五
十
三
号
）
様
式
第
一
か
ら
様
式
第
八
ま
で

七

臨
床
研
究
法
施
行
規
則
（
平
成
三
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
七
号
）
様
式
第
一
か
ら
様
式
第
五
（
第
一
面
）
ま

で
、
様
式
第
七
か
ら
様
式
第
十
二
（
第
一
面
）
ま
で
及
び
様
式
第
十
三

（
死
体
解
剖
保
存
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

死
体
解
剖
保
存
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

一
号
書
式
か
ら
第
三
号
書
式
ま
で
の
書
式
中
「
㊞
」
を
削
る
。

第
四
号
書
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
号
書
式
中
「
㊞
」
を
削
る
。

第
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



別
記
第
三
十
四
号
様
式
か
ら
別
記
第
四
十
一
号
様
式
ま
で
の
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

（
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
り
増
額
さ
れ
る
障
害
年
金
及
び
遺
族
年
金
の
額
の
改
定
に
関
す
る
省
令
及
び
社
会
保
険
審
査
官
及
び
社
会
保
険
審
査
会
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
中
「
㊞
」
を
削
る
。

一

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
り
増
額
さ
れ
る
障
害
年
金
及
び
遺
族
年
金
の
額
の
改
定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
二
十
八
年
厚
生
省
令
第
四
十
号
）
別
記
様
式

二

社
会
保
険
審
査
官
及
び
社
会
保
険
審
査
会
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
厚
生
省
令
第
四
十
三
号
）
別
記
様
式

（
未
帰
還
者
留
守
家
族
等
援
護
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

未
帰
還
者
留
守
家
族
等
援
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
厚
生
省
令
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
二
十
一
条

（
略
）

第
二
十
一
条

（
略
）

（
削
る
）

２

前
項
に
規
定
す
る
申
請
者
又
は
届
出
者
の
氏
名
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の

い
ず
れ
か
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
二
号
に
よ
る
申
請
者
選
定
届
の
提
出
に
つ
い
て
は
、被
選
定
人
の
氏
名
、

未
帰
還
者
と
の
続
柄
及
び
住
所
を
記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
並
び
に
届
出
の
趣
旨
及
び
そ
の
年
月
日

並
び
に
被
選
定
人
及
び
当
該
被
選
定
人
に
よ
つ
て
留
守
家
族
手
当
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
留
守
家
族
全
員

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
被
選
定
人
等
」
と
い
う
。）の
住
所
及
び
未
帰
還
者
と
の
続
柄
を
記
載
し
た
書
類
を

提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
二
号
に
よ
る
申
請
者
選
定
届
の
提
出
に
つ
い
て
は
、被
選
定
人
の
氏
名
、

未
帰
還
者
と
の
続
柄
及
び
住
所
を
記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
並
び
に
届
出
の
趣
旨
及
び
そ
の
年
月
日

並
び
に
被
選
定
人
及
び
当
該
被
選
定
人
に
よ
つ
て
留
守
家
族
手
当
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
留
守
家
族
全
員

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
被
選
定
人
等
」
と
い
う
。）の
住
所
及
び
未
帰
還
者
と
の
続
柄
を
記
載
す
る
と
と
も

に
、
被
選
定
人
等
が
署
名
し
、
か
つ
、
押
印
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

４

（
略
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

第
二
十
二
条

前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。）Ｘ
六
二
二
三
号
に
適
合

す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
二
条

前
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。）Ｘ
六
二
二
三
号
に
適
合

す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
方
式
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
方
式
）

第
二
十
三
条

第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式

に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条

第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式

に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

第
二
十
四
条

第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二

三
号
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
四
条

第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二

三
号
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
条

国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
届
書
の
記
載
事
項
等
）

（
届
書
の
記
載
事
項
等
）

第
十
五
条

第
二
条
か
ら
第
五
条
の
二
ま
で
、
第
五
条
の
四
、
第
五
条
の
八
、
第
五
条
の
九
及
び
第
八
条
か
ら
第

十
三
条
ま
で
の
届
書
に
は
、
届
出
人
の
氏
名
、
住
所
、
個
人
番
号
及
び
届
出
年
月
日
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
十
五
条

第
二
条
か
ら
第
五
条
の
二
ま
で
、
第
五
条
の
四
、
第
五
条
の
八
、
第
五
条
の
九
及
び
第
八
条
か
ら
第

十
三
条
ま
で
の
届
書
に
は
、
届
出
人
の
氏
名
、
住
所
、
個
人
番
号
及
び
届
出
年
月
日
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
第
二
条
及
び
第
三
条
の
届
書
に
は
、
そ
の
世
帯
に
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
て
い
る
者
が

な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
届
出
人
の
住
所
、
個
人
番
号
及
び
届
出
年
月
日
を
記
載
し
、
記
名
押
印
又
は
署
名
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
移
送
費
の
支
給
申
請
）

（
移
送
費
の
支
給
申
請
）

第
二
十
七
条
の
十
一

（
略
）

第
二
十
七
条
の
十
一

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
意
見
書
に
は
、
こ
れ
を
証
す
る
当
該
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
年
月
日
及
び
氏
名
を
記
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
意
見
書
に
は
、
こ
れ
を
証
す
る
当
該
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
年
月
日
を
記
載
し
、
記
名
及
び
押

印
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
未
帰
還
者
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
一
条

未
帰
還
者
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

（
削
る
）

２

前
項
に
規
定
す
る
請
求
者
の
氏
名
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

第
五
条

前
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基

づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。）Ｘ
六
二
二
三
号
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条

前
条
第
一
項
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、
産
業
標
準
化
法（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）

に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。）Ｘ
六
二
二
三
号
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
方
式
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
方
式
）

第
六
条

第
四
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
六
条

第
四
条
第
一
項
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

第
七
条

第
四
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
号
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条

第
四
条
第
一
項
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
号
に
規
定
す
る
ラ
ベ

ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



（
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
に
係
る
時
効
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
十
一
条

厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
に
係
る
時
効
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
提
出
書
類
の
記
載
事
項
）

（
提
出
書
類
の
記
載
事
項
）

第
二
条

前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
書
類
に
は
、
提
出
の
年
月
日
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
条

前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
書
類
に
は
、
提
出
の
年
月
日
を
記
載
し
、
記
名
押
印
又
は
自
ら
署
名
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
十
二
条

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
移
送
費
の
支
給
の
申
請
）

（
移
送
費
の
支
給
の
申
請
）

第
六
十
条

（
略
）

第
六
十
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
意
見
書
に
は
、
こ
れ
を
証
す
る
当
該
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
お
い
て
診
断
年
月
日
及
び
氏
名
を
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
意
見
書
に
は
、
こ
れ
を
証
す
る
当
該
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
お
い
て
診
断
年
月
日
を
記
載
し
、
記
名

及
び
押
印
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
特
定
疾
病
認
定
の
申
請
等
）

（
特
定
疾
病
認
定
の
申
請
等
）

第
六
十
二
条

（
略
）

第
六
十
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
意
見
書
に
は
、
こ
れ
を
証
す
る
当
該
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
お
い
て
診
断
年
月
日
及
び
氏
名
を
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
意
見
書
に
は
、
こ
れ
を
証
す
る
当
該
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
お
い
て
診
断
年
月
日
を
記
載
し
、
記
名

及
び
押
印
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
〜
９

（
略
）

４
〜
９

（
略
）

（
口
頭
に
よ
る
申
請
等
）

（
口
頭
に
よ
る
申
請
等
）

第
七
十
六
条

（
略
）

第
七
十
六
条

（
略
）

２

前
項
の
陳
述
を
聴
取
し
た
当
該
職
員
は
、
陳
述
事
項
に
基
づ
い
て
所
定
の
申
請
書
又
は
届
書
の
様
式
に
従
っ

て
聴
取
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
陳
述
者
に
読
み
聞
か
せ
た
上
で
、
氏
名
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
陳
述
を
聴
取
し
た
当
該
職
員
は
、
陳
述
事
項
に
基
づ
い
て
所
定
の
申
請
書
又
は
届
書
の
様
式
に
従
っ

て
聴
取
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
陳
述
者
に
読
み
聞
か
せ
た
上
で
、
陳
述
者
と
と
も
に
記
名
押
印
又
は
署
名
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
保
険
料
の
納
付
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
十
三
条

厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
保
険
料
の
納
付
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



（
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
家
族
に
対
す
る
補
償
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
三
十
三
条

ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
家
族
に
対
す
る
補
償
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
元
年
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
補
償
金
の
請
求
）

（
補
償
金
の
請
求
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
書
類

が
日
本
語
で
作
成
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
書
類
に
日
本
語
の
翻
訳
文
を
添
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
署
名
又
は
記
名
押
印
を
す
る
と
と
も
に
、
次
に
掲
げ
る

書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
書
類
が
日
本
語
で
作
成
さ
れ
て
い
な
い
も
の

で
あ
る
と
き
は
、
当
該
書
類
に
日
本
語
の
翻
訳
文
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
十

（
略
）

一
〜
十

（
略
）

（
支
払
未
済
の
補
償
金
の
申
出
）

（
支
払
未
済
の
補
償
金
の
申
出
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

前
項
の
申
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
書
類

が
日
本
語
で
作
成
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
書
類
に
日
本
語
の
翻
訳
文
を
添
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

前
項
の
申
出
書
に
は
、
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
署
名
又
は
記
名
押
印
を
す
る
と
と
も
に
、
次
に
掲
げ
る

書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
書
類
が
日
本
語
で
作
成
さ
れ
て
い
な
い
も
の

で
あ
る
と
き
は
、
当
該
書
類
に
日
本
語
の
翻
訳
文
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。）に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
栄
養
士
法
施
行
規
則
及
び
調
理
師
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

栄
養
士
法
施
行
規
則
及
び
調
理
師
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
元
年
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
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